烏丸公共地下道案内板作成及び設置業務仕様書

１　委託名
　　烏丸公共地下道案内板作成及び設置業務

２　目的
　　烏丸公共地下道において、案内版を設置し、通行者の利便性を向上させる。

３　設置場所
　　烏丸公共地下道内北側円柱及び南側円柱（計２箇所）

４　履行期限
　　契約締結日の翌日から６０日以内
　　なお、設置の日程については発注者と協議することとする。

５　業務内容
　⑴　案内板デザイン業務
　　　烏丸公共地下道と接道しているビル名及びエレベーター等のピクトグラムを表示した案内板のデザインを作成する。
　　　
　　＜サイズ＞　
　　①400×1080mm（北側）
　　②860×1080mm（南側）
　　＜校正＞
　　原則３回とするが、必要に応じて適宜増減する。
　　＜デザインデータの提供＞
　　　校了後のデザインデータについては、ＰＤＦ又はＪＰＥＧ形式により納品すること。
　⑵　案内板用枠設置（１箇所）
　　　円柱に案内板用の枠を設置する。（ステンレスフレーム400×1080mm）（北側）
　⑶　案内板設置（２箇所）
　　　上記⑵の枠及び既設の枠（南側：別紙参照）に案内板を設置する。

６　業務を進めるうえでの留意事項 
　⑴　受注者は、契約締結後ただちに履行完了までのスケジュール表を作成し、発注者に　提出すること。
　⑵　設置場所への据付に係る作業（現地の視察、測量等を含む。）を行うときは、あらかじめ発注者と日時の調整を行った上で行うこと。
　⑶　作業内容について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者にて速やかに協議の上対応すること。

７　法令等の遵守
　　本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか、関係法令、規則等を遵守すること。

８　権利関係
　　受注者は、成果物が他社の所有権や著作権を侵害しないことを保証すること。本事業の成果物に係る権利は、原則発注者に帰属する。また、加工及び二次利用できるものとする。
　　また、これらの権利について、第三者と紛争等が生じた場合は、受注者がその責任において対処すること。

９　問い合わせ先
　　京都市都市計画局都市企画部都市計画課（担当：脇坂、村）
　　TEL：075-222-3505　FAX：075-222-3472


（別紙：南側円柱既設案内板）
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